
議   第   ５０   号   

令和 ５ 年 ２ 月２０日提出   

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部改正について 

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

 

第２条第３号中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改め

る。 

別表第１中７４の項を７７の項とし、６２の項から７３の項までを３項ずつ繰り下

げ、同表６１の項事務の欄中「同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築」を「公告

許可対象区域における新築又は増築等に係る建築物に関する特例」に改め、同項名称

の欄中「同一敷地内許可建築物以外の建築物の特例許可申請手数料」を「公告許可対

象区域における新築又は増築等に係る建築物の特例許可申請手数料」に改め、同項金

額の欄第１号中「同一敷地内許可建築物を除く」を「新築又は増築等をするものに限

る」に改め、同項を同表６４の項とし、同表６０の項事務の欄中「同一敷地内認定建

築物以外の」を「公告認定対象区域における新築又は増築等に係る」に改め、同項名

称の欄中「同一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可

申請手数料」を「公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の容積率又

は各部分の高さの特例許可申請手数料」に改め、同項金額の欄第１号中「同一敷地内

認定建築物を除く」を「新築又は増築等をするものに限る」に改め、同項を同表６３

の項とし、同表５９の項事務の欄中「同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の」

を「公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物に関する」に改め、同項
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名称の欄中「同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料」を「公告認

定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の認定申請手数料」に改め、同項金

額の欄第１号中「同一敷地内認定建築物を除く」を「新築又は増築等をするものに限

る」に改め、同項を同表６２の項とし、同表５８の項金額の欄第１号中「既存建築物

を除く」を「建築等をするものに限る」に改め、同項を同表６１の項とし、同表中   

５７の項を６０の項とし、同表５６の項金額の欄第１号中「既存建築物を除く」を「建

築等をするものに限る」に改め、同項を同表５９の項とし、同表中５５の項を５８の

項とし、３６の項から５４の項までを３項ずつ繰り下げ、３５の項を３７の項とし、

同項の次に次のように加える。 

３８ 法第５８条第２項の規

定に基づく建築物の高

さの許可の申請に対す

る審査 

高度地区にお

ける建築物の

高さの許可申

請手数料 

１６０，０００円 

別表第１中３４の項を３６の項とし、３１の項から３３の項までを２項ずつ繰り下

げ、同表３０の項事務の欄中「第５５条第３項各号」を「第５５条第３項又は第４項

各号」に改め、同項を同表３２の項とし、同表中２９の項を３１の項とし、２８の項

を３０の項とし、２７の項を２９の項とし、同表２６の項事務の欄中「第５３条第５

項」の次に「（第４号に係る部分を除く。）」を加え、同項を同表２７の項とし、同項の

次に次のように加える。 

２８ 法第５３条第５項（第

４号に係る部分に限

る。）の規定に基づく建

築物の建蔽率に関する

特例の許可の申請に対

する審査 

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上のた

め必要な外壁

に関する工事

等を行う建築

物の建蔽率の

特例許可申請

手数料 

１６０，０００円 

別表第１中２５の項を２６の項とし、２４の項を２５の項とし、同表２３の項の次

に次のように加える。 
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２４ 法第５２条第６項第３

号の規定に基づく建築

物の容積率に関する特

例の認定の申請に対す

る審査 

建築物の容積

率の特例認定

申請手数料 

２７，０００円 

別表第３の１の項事務の欄中「宅地造成等規制法（以下この表において「法」とい

う。）第８条第１項本文の規定に基づく宅地造成」を「宅地造成及び特定盛土等規制法

（以下この表において「法」という。）第１２条第１項の規定に基づく宅地造成等」に

改め、同項名称の欄中「宅地造成工事許可申請手数料」を「宅地造成等に関する工事

の許可申請手数料」に改め、同表２の項事務の欄中「第１２条第１項の規定に基づく

宅地造成」を「第１６条第１項の規定に基づく宅地造成等」に改め、同項名称の欄中

「宅地造成工事計画変更許可申請手数料」を「宅地造成等に関する工事の変更許可申

請手数料」に改め、同項金額の欄第１号中「宅地造成に」を「宅地造成等に」に、「宅

地造成区域」を「宅地造成等区域」に改め、同欄第２号中「宅地造成区域」を「宅地

造成等区域」に改める。 

 別表第８の１の項金額の欄第 1 号中「３６，０００円」を「次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 誘導性能基準により評価する方法 ３６，０００円 

イ 誘導仕様基準により評価する方法 １９，０００円 

 別表第８の１の項金額の欄第２号アを次のように改める。 

ア 住宅部分（人の居住の用に供する部分をいう。以下この項及び次項において

同じ。） 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

(ｱ) 誘導性能基準により評価する方法 次に掲げる申請住戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

ａ 申請住戸数が１戸のもの ３６，０００円 

ｂ 申請住戸数が２戸から５戸までのもの ７２，０００円 

ｃ 申請住戸数が６戸から１０戸までのもの １００，０００円 

ｄ 申請住戸数が１１戸から２５戸までのもの １４１，０００円 

ｅ 申請住戸数が２６戸から５０戸までのもの ２０２，０００円 

ｆ 申請住戸数が５１戸から１００戸までのもの ２８８，０００円 
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ｇ 申請住戸数が１０１戸から２００戸までのもの ３９１，０００円 

ｈ 申請住戸数が２０１戸から３００戸までのもの ５１３，０００円 

ｉ 申請住戸数が３０１戸以上のもの ６０３，０００円 

(ｲ) 誘導仕様基準により評価する方法 次に掲げる申請住戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

ａ 申請住戸数が１戸のもの １９，０００円 

ｂ 申請住戸数が２戸から５戸までのもの ３５，０００円 

ｃ 申請住戸数が６戸から１０戸までのもの ５０，０００円 

ｄ 申請住戸数が１１戸から２５戸までのもの ７２，０００円 

ｅ 申請住戸数が２６戸から５０戸までのもの １０８，０００円 

ｆ 申請住戸数が５１戸から１００戸までのもの １６３，０００円 

ｇ 申請住戸数が１０１戸から２００戸までのもの ２３２，０００円 

ｈ 申請住戸数が２０１戸から３００戸までのもの ２９９，０００円 

ｉ 申請住戸数が３０１戸以上のもの ３４０，０００円 

別表第８の１の項金額の欄第３号及び同表２の項金額の欄第３号を削り、同表備考

中第５項を第６項とし、同表備考第４項中「（建築物又は申請住戸数が２以上のものを

含む。この項及び次項において同じ。）」を削り、同項を同表備考第５項とし、同表備

考中第３項を削り、第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項

を加える。 

１ 誘導性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 

２８年経済産業省・国土交通省令第１号）第１０条第２号イ(1)及びロ(1)に規

定する基準をいう。 

  ２ 誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第２号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。 

 別表第１０の４の項金額の欄第１号ア(ｱ)中「又は共同住宅等の住戸」を削り、同号

イを次のように改める。 

イ 適合証、設計住宅性能評価書又はこれらに相当すると認められるものの写し

が添付されない場合 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(ｱ)又は

(ｲ)に定める額 

(ｱ) 誘導性能基準により評価する方法 次の a 又は b に掲げる審査の対象と
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なる住宅の区分に応じ、それぞれ a 又は b に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 次の(a)又は(b)に掲げる住宅部分の面積の区分に応じ、

それぞれ(a)又は(b)に定める額 

(a) ２００平方メートル未満 ３１，０００円 

(b) ２００平方メートル以上 ３４，０００円 

ｂ 共同住宅等の全体 次の(a)から(d)までに掲げる住宅部分の面積の区分

に応じ、それぞれ(a)から(d)までに定める額 

(a) ３００平方メートル未満 ６１，０００円 

(b) ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満 １０２，０００

円 

(c) ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満 １７４，０００

円 

(d) ５，０００平方メートル以上 ２４９，０００円 

(ｲ) 誘導仕様基準により評価する方法 次のａ又はｂに掲げる審査の対象と

なる住宅の区分に応じ、それぞれａ又はｂに定める額 

ａ 一戸建ての住宅 次の(a)又は(b)に掲げる住宅部分の面積の区分に応じ、

それぞれ(a)又は(b)に定める額 

(a) ２００平方メートル未満 １６，０００円 

(b) ２００平方メートル以上 １７，０００円 

ｂ 共同住宅等の全体 次の(a)から(d)までに掲げる住宅部分の面積の区分

に応じ、それぞれ(a)から(d)までに定める額 

(a) ３００平方メートル未満 ２９，０００円 

(b) ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満 ５１，０００

円 

(c) ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満 ９１，０００

円 

(d) ５，０００平方メートル以上 １３８，０００円 

別表第１０の６の項金額の欄第１号ア中「（共同住宅等の住戸に係る額を除く。）」を

削り、同表備考第３項中「（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）」を削り、

同表備考第２３項中「同省令」を「同令」に改め、同項を同表備考第２４項とし、同
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表備考中第２２項を第２３項とし、第１９項から第２１項までを１項ずつ繰り下げ、

同表備考第１８項中「同省令第１２条第２項」を「同令第１４条第２項」に、「イ(ｲ)」

を「イ(ｱ)ｂ」に改め、同項を同表備考第１９項とし、同表備考中第１７項を第１８項

とし、同表備考第１６項中「（建築物又は申請住戸数が２以上のものを含む。この項及

び第１９項において同じ。）」を削り、同項を同表備考第１７項とし、同表備考中第  

１５項を第１６項とし、第１４項を第１５項とし、第１３項を第１４項とし、第１２

項を削り、同表備考第１１項中「モデル住宅法」の次に「及びフロア入力法」を加え、

「第１条第１項第２号イ(2)(ⅰ)」を「第１条第１項第２号イ(2)」に改め、同項を同

表備考第１３項とし、同表備考中第１０項を第１２項とし、第９項を第１１項とし、

第８項を第１０項とし、同表備考第７項の次に次の２項を加える。 

８ 誘導性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第２号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。 

９ 誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条

第２号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ

れ当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 別表第１の改正規定 令和５年４月１日 

 (2) 第２条第３号の改正規定及び別表第３の改正規定 令和５年５月２６日 

２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第

１項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制

に関する許可の申請に係る手数料については、この条例による改正後の別表第３の

規定にかかわらず、同項の経過措置期間中は、なお従前の例による。 

 

 （提出理由） 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第６９号）の施行による建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）の一部改正等に伴い、新たな手数料の追加等のため、所

要の改正を行う必要がある。 
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これが、この条例案を提出する理由である。 
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